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大阪府立槻の木高等学校ＰＴＡ 役員及び会計監査人の選出に関する細則 

 

第１条 この細則は、ＰＴＡ規約第６条第３項の規定に基づく役員及び同規約第１５第３

項の規定に基づく会計監査人の選出方法を定める。 

 

第２条 次年度の役員及び会計監査人は、指名委員会により選出する。 

 

第３条 指名委員会は、指名委員７名で構成する。 

（１） 教職員でない役員の中から１名を選出する。 

（２） 各学年の専門委員から各２名を選出する。 

（３） 教職員でない役員１名は、指名委員長とする。 

 

第４条 前条の指名委員の選出は、役員、専門委員それぞれの互選によるものとする。 

 

第５条 指名委員長は、指名委員会を代表し、会務を統括する。また、指名委員長は規約

第７条第１項の規定にかかわらず、指名委員会を招集することができる。 

 

第６条 指名委員会は、役員及び監査人の立候補及び推薦を会員に募ることとする。 

 

第７条 会員は、前条の会員からの立候補者及び会員の推薦する者について、４月末まで

に指名委員会に届け出なければいけない。 

 

第８条 指名委員会は、第６条による立候補者、推薦者並びにその他の会員の中から指名

委員全員の合意により候補者を選び、本人の承諾を得る方法で選出する。 

 

第９条 指名委員会で選出された役員は、総会の承認を得て決定するものとする。 

 

第１０条  本細則の制定及び変更は、総会の議決を経なければならない。 

 

 

【付則】 

 １．本細則は令和２年９月１９日より施行する。 

     令和７年５月 一部改正 

 


